
第

千

九

百

九

十

二

号

平
成
二
十
年
十
月
二
十
一
日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
担
当
機
関
の
指
定

(

地
域
福
祉
国
保
課)

六
八
七
ペ
ー
ジ

○
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
の
指
定

(

同

)

六
八
八

○
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
の
指
定

(

同

)

六
八
八

○
指
定
介
護
機
関
の
休
止
の
届
出

(

同

)

六
九
一

○
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
担
当
機
関
の
指
定

(

同

)

六
九
一

○
指
定
施
術
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

六
九
一

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(
管

財

課)

六
九
二

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)

六
九
二

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

会

計

課)

六
九
三

告

示

岐
阜
県
告
示
第
六
百
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
及
び

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六

年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十

九
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し

た
の
で
、
生
活
保
護
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号)

第
十
二
条
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項

に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
施
行
規
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

開

設

者

所

在

地

指
定
年
月
日

医
療
法
人
丹
心
会

岩

堤
医
院

医
療
法
人
丹
心
会

高
山
市
森
下
町
二
―
一
二
八

―
二

平
成��･�･�

荒
尾
歯
科
医
院

林

玲

子

大
垣
市
荒
尾
町
一
一
八
七

同

株
式
会
社
ウ
ラ
タ
薬
局

新
町
店

株
式
会
社
ウ
ラ
タ

薬
局

各
務
原
市
那
加
前
洞
新
町
四

―
一
七
九

同

あ
じ
さ
い
薬
局

有
限
会
社
ウ
ィ
ル

ビ
ー

美
濃
加
茂
市
太
田
本
町
二
―

六
―
九

同

さ
く
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
真
心
会

瑞
穂
市
稲
里
六
八
九
―
三

平
成��･�･�

う
え
だ
ク
リ
ニ
ッ
ク

上

田

竜

也

美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
小
山

一
〇
四
六
―
七

同
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�

�
岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
年
十
月
二
十
一
日



羽
田
歯
科
医
院

羽

田

和

彦

揖
斐
郡
池
田
町
池
野
二
一
七

―
三

同

松
下
歯
科
医
院

医
療
法
人
貴
豊
会

多
治
見
市
大
畑
町
五
―
二
三

四

同

ジ
ッ
プ
ド
ラ
ッ
グ
下
米

田
薬
局

株
式
会
社
ジ
ッ
プ

ド
ラ
ッ
グ

美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
小
山

一
〇
四
四

同

有
限
会
社
連
華

貴
船

薬
局
幸
店

有
限
会
社
連
華

多
治
見
市
幸
町
七
―
二
八
―

一
五

同

シ
ン
コ
ー
薬
局

株
式
会
社
ス
リ
ー

エ
ム

可
児
市
菅
刈
字
乗
定
八
三
九

―
五

同

す
み
れ
調
剤
薬
局

株
式
会
社
ス
リ
ー

メ
デ
ィ
カ
ル

可
児
市
下
恵
土
五
五
〇
〇
―

一

同

岐
阜
県
告
示
第
六
百
十
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
及
び

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六

年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十

九
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
指
定
訪
問
看
護

事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
生
活
保
護
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号)

第

十
二
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
施
行
規
則
第
十
二
条
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

指
定
訪
問
看
護
事

業
者
等
の
名
称

指
定
訪
問
看
護
事
業

者
等
の
事
務
所
の
所

在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
等
の
所
在
地

指

定

年
月
日

株
式
会
社

新
生

メ
デ
ィ
カ
ル

岐
阜
市
宇
佐
南
四
―

二
〇
―
一
四

新
生
メ
デ
ィ
カ
ル

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

高
山
市
下
岡
本
町
二

九
八
二
―
一
〇

平
成
��･�･�

岐
阜
県
告
示
第
六
百
十
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介

護
扶
助
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保

護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
居
宅

介
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の

促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も

の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名

称

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等

の
所
在
地

指

定

年

月

日

有
限
会
社
ト
ー
タ
ル
・
ハ
ー
モ

ニ
ー

大
垣
市
浅
草
三
―
九
一

特
定
福
祉

用
具
販
売

あ
い
あ
い
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト

大
垣
市
浅
草
三
―
九
一

平
成
二
〇
・

七
・

一

有
限
会
社
ト
ー
タ
ル
・
ハ
ー
モ

ニ
ー

大
垣
市
浅
草
三
―
九
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

あ
い
あ
い
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト

大
垣
市
浅
草
三
―
九
一

同

有
限
会
社
ト
ー
タ
ル
・
ハ
ー
モ

ニ
ー

大
垣
市
浅
草
三
―
九
一

介
護
予
防

通
所
介
護

あ
い
あ
い
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト

大
垣
市
浅
草
三
―
九
一

同

有
限
会
社
ト
ー
タ
ル
・
ハ
ー
モ

ニ
ー

大
垣
市
浅
草
三
―
九
一

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

あ
い
あ
い
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト

大
垣
市
浅
草
三
―
九
一

同
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有
限
会
社
ト
ー
タ
ル
・
ハ
ー
モ

ニ
ー

大
垣
市
浅
草
三
―
九
一

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

あ
い
あ
い
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト

大
垣
市
浅
草
三
―
九
一

同

有
限
会
社
飛
騨
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ー
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト

高
山
市
名
田
町
五
―
八

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
お
ふ

く
ろ

高
山
市
名
田
町
五
―
八

同

有
限
会
社
飛
騨
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ー
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト

高
山
市
名
田
町
五
―
八

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
お
ふ

く
ろ

高
山
市
名
田
町
五
―
八

同

株
式
会
社
五
月
商
店

各
務
原
市
鵜
沼
古
市
場
町

二
―
五
六
―
三

特
定
福
祉

用
具
販
売

株
式
会
社
五
月
商
店

各
務
原
市
鵜
沼
古
市
場
町

二
―
五
六
―
三

同

株
式
会
社
五
月
商
店

各
務
原
市
鵜
沼
古
市
場
町

二
―
五
六
―
三

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

株
式
会
社
五
月
商
店

各
務
原
市
鵜
沼
古
市
場
町

二
―
五
六
―
三

同

株
式
会
社
五
月
商
店

各
務
原
市
鵜
沼
古
市
場
町

二
―
五
六
―
三

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

株
式
会
社
五
月
商
店

各
務
原
市
鵜
沼
古
市
場
町

二
―
五
六
―
三

同

有
限
会
社
サ
ー
ラ
郡
上

各
務
原
市
蘇
原
花
園
町
三

―
四

短
期
入
所

生
活
介
護

有
限
会
社
サ
ー
ラ
郡
上

郡
上
市
八
幡
町
相
生
字
谷

北
道
上
通
り
二
三
〇
四
―

一

同

有
限
会
社
サ
ー
ラ
郡
上

各
務
原
市
蘇
原
花
園
町
三

―
四

特
定
施
設

入
居
者
生

活
介
護

有
限
会
社
サ
ー
ラ
郡
上

郡
上
市
八
幡
町
相
生
字
谷

北
道
上
通
り
二
三
〇
四
―

一

同

有
限
会
社
サ
ー
ラ
郡
上

各
務
原
市
蘇
原
花
園
町
三

―
四

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

有
限
会
社
サ
ー
ラ
郡
上

郡
上
市
八
幡
町
相
生
字
谷

北
道
上
通
り
二
三
〇
四
―

一

同

有
限
会
社
サ
ー
ラ
郡
上

各
務
原
市
蘇
原
花
園
町
三

―
四

介
護
予
防

特
定
施
設

入
居
者
生

活
介
護

有
限
会
社
サ
ー
ラ
郡
上

郡
上
市
八
幡
町
相
生
字
谷

北
道
上
通
り
二
三
〇
四
―

一

同

有
限
会
社
サ
ー
ラ
郡
上

各
務
原
市
蘇
原
花
園
町
三

―
四

居
宅
介
護

支
援
事
業

有
限
会
社
サ
ー
ラ
郡
上

郡
上
市
八
幡
町
相
生
字
谷

北
道
上
通
り
二
三
〇
四
―

一

同

医

療

法

人

真

心

会

瑞
穂
市
稲
里
六
八
九
―
三

訪
問
看
護

さ
く
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク

瑞
穂
市
稲
里
六
八
九
―
三

平
成
二
〇
・

八
・

一

医

療

法

人

真

心

会

瑞
穂
市
稲
里
六
八
九
―
三

居
宅
療
養

管
理
指
導

さ
く
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク

瑞
穂
市
稲
里
六
八
九
―
三

同

医

療

法

人

真

心

会

瑞
穂
市
稲
里
六
八
九
―
三

介
護
予
防

訪
問
看
護

さ
く
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク

瑞
穂
市
稲
里
六
八
九
―
三

同
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医

療

法

人

真

心

会

瑞
穂
市
稲
里
六
八
九
―
三

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

さ
く
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク

瑞
穂
市
稲
里
六
八
九
―
三

同

社
会
福
祉
法
人
暖
家

各
務
原
市
須
衛
町
一
―
一

三
二

小
規
模
多

機
能
型
居

宅
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

ら
ぽ
ら
・
ぽ
ら

各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原
町

九
―
一
九
五

同

社
会
福
祉
法
人
暖
家

各
務
原
市
須
衛
町
一
―
一

三
二

介
護
予
防

小
規
模
多

機
能
型
居

宅
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

ら
ぽ
ら
・
ぽ
ら

各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原
町

九
―
一
九
五

同

有

限

会

社

ノ

ウ

ヒ

海
津
市
南
濃
町
太
田
六
八

六
―
二

居
宅
介
護

支
援
事
業

よ

も

ぎ

サ

ポ

ー

ト

海
津
市
南
濃
町
太
田
六
八

一

同

株

式

会

社

丸

喜

可
児
市
土
田
二
五
四
六
―

二
四
六

通
所
介
護

え

に

し

小

名

田

多
治
見
市
小
名
田
町
五
―

二
一

同

株

式

会

社

丸

喜

可
児
市
土
田
二
五
四
六
―

二
四
六

介
護
予
防

通
所
介
護

え

に

し

小

名

田

多
治
見
市
小
名
田
町
五
―

二
一

同

株
式
会
社
大
橋
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

大
垣
市
新
地
町
一
―
一

訪
問
介
護

大
橋
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
中
央
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

大
垣
市
郭
町
四
―
七
六

同

上

田

竜

也

岐
阜
市
静
が
丘
町
四
八

訪
問
看
護

う
え
だ
ク
リ
ニ
ッ
ク

美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
小

山
一
〇
四
六
―
七

同

上

田

竜

也

岐
阜
市
静
が
丘
町
四
八

居
宅
療
養

管
理
指
導

う
え
だ
ク
リ
ニ
ッ
ク

美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
小

山
一
〇
四
六
―
七

同

上

田

竜

也

岐
阜
市
静
が
丘
町
四
八

介
護
予
防

訪
問
看
護

う
え
だ
ク
リ
ニ
ッ
ク

美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
小

山
一
〇
四
六
―
七

同

上

田

竜

也

岐
阜
市
静
が
丘
町
四
八

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

う
え
だ
ク
リ
ニ
ッ
ク

美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
小

山
一
〇
四
六
―
七

同

岐

南

町

長

羽
島
郡
岐
南
町
八
剣
七
―

九
四

地
域
包
括

支
援
セ
ン

タ
ー

岐
南
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー

羽
島
郡
岐
南
町
八
剣
七
―

九
四

同

社
団
法
人

全
国
社
会
保
険
協

会
連
合
会

東
京
都
港
区
高
輪
三
―
二

二
―
一
二

地
域
包
括

支
援
セ
ン

タ
ー

可
児
市
西
部
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー

可
児
市
土
田
九
〇
〇

同

医
療
法
人
社
団
康
誠
会

揖
斐
郡
大
野
町
瀬
古
二
三

二

短
期
入
所

療
養
介
護

介
護
予
防
老
人
保
健
施
設
プ
ラ

ザ
21
お
お
の

揖
斐
郡
大
野
町
南
方
二
度

桜
一
九
一

同



岐
阜
県
告
示
第
六
百
十
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
休

岐
阜
県
告
示
第
六
百
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四

十
九
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ

る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ

せ
る
機
関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
生
活
保
護
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令

第
二
十
一
号)

第
十
二
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
十
二

条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

開

設

者

所

在

地

指
定
年
月
日

止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促

進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

の
む
ら
治
療
院

野

村

好

春

中
津
川
市
苗
木
二
〇
五
一
―

四

平
成��･�･�

土

屋

は

り

院

土

屋

金

弘

中
津
川
市
苗
木
五
〇
六
二

同

三
尾
マ
ッ
サ
ー
ジ

三

尾

伴

江

中
津
川
市
付
知
町
二
九
二
九

同

岐
阜
県
告
示
第
六
百
十
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
施
術
機
関
か
ら
当
該
施
術
機
関
を
廃
止
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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医
療
法
人
社
団
康
誠
会

揖
斐
郡
大
野
町
瀬
古
二
三

二

介
護
予
防

短
期
入
所

療
養
介
護

介
護
予
防
老
人
保
健
施
設
プ
ラ

ザ
21
お
お
の

揖
斐
郡
大
野
町
南
方
二
度

桜
一
九
一

同

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名

称

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等

の
所
在
地

休

止

年

月

日

株
式
会
社
新
生
メ
デ
ィ
カ
ル

岐
阜
市
宇
佐
南
四
―
二
〇

―
一
四

訪
問
介
護

株
式
会
社
新
生
メ
デ
ィ
カ
ル
高

山
営
業
所

高
山
市
石
浦
町
六
―
二
〇

三
―
二

平
成
二
〇
・

七
・
三
一

株
式
会
社
新
生
メ
デ
ィ
カ
ル

岐
阜
市
宇
佐
南
四
―
二
〇

―
一
四

居
宅
介
護

支
援
事
業

株
式
会
社
新
生
メ
デ
ィ
カ
ル
高

山
営
業
所

高
山
市
石
浦
町
六
―
二
〇

三
―
二

同



名

称

開

設

者

所

在

地

廃
止
年
月
日

医
療
法
人
丹
心
会

岩

堤
医
院

医
療
法
人
丹
心
会

高
山
市
森
下
町
二
―
八
―
八

平
成��･�･�

荒
尾
歯
科
医
院

山

田

正

人

大
垣
市
荒
尾
町
一
一
八
七

同

株
式
会
社
ウ
ラ
タ
薬
局

那
加
店

株
式
会
社
ウ
ラ
タ

薬
局

各
務
原
市
那
加
前
洞
新
町
四

―
一
八
四

同

あ
じ
さ
い
薬
局

大

野

克

司

美
濃
加
茂
市
太
田
本
町
二
―

八
―
九

同

古
田
長
生
館
治
療
院

古

田

達

夫

多
治
見
市
金
岡
町
二
―
六
九

―
三

平
成��･�･�

宮

脇

内

科

宮

脇

洋

隆

大
垣
市
鶴
見
町
二
六
一
―
二

同�･�

羽
田
歯
科
医
院

羽

田

義

彦

揖
斐
郡
池
田
町
池
野
二
一
七

同

松
下
歯
科
医
院

松

下

秀

典

多
治
見
市
大
畑
町
五
―
二
三

四

同

山
田
歯
科
医
院

山

田

亮

治

加
茂
郡
富
加
町
羽
生
野
田
一

四
九
四
―
四

同

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
購
入
物
品
及
び
予
定
数
量
岐
阜
県
庁
舎
で
使
用
す
る
電
気
4,409,000kw

h

２
供
給
期
間
平
成
20年
11月
１
日
０
時
か
ら
平
成
21年
10月
31日
24時
ま
で

３
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

４
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
20年
８
月
12日

５
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
20年
９
月
26日

６
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
東
京
都
中
央
区
晴
海
１
丁
目
８
番
11号

サ
ミ
ッ
ト
エ
ナ
ジ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
川
辺
豊
明

７
落
札
金
額
79,903,398円

８
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
総
務
部
管
財
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
２
丁
目
１
番
１
号

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

多
芸
東
部

土
地
改
良

区

平
成
��･�･��
理
事

日

比�
一

養
老
郡
養
老
町
直
江

三
五
七
番
地
一

同

日

比

作

蔵

同

飯
積

一
一
三
番
地

同

早

崎

幸

雄

同

直
江

三
七
七
番
地

同

大

橋

一

己

同

金
屋

一
一
四
番
地
一

同

早

崎

孝

同

直
江

四
七
二
番
地

同

早

崎

義

治

同

三
七
一
番
地
一

同

早

崎

輝

美

同

三
九
二
番
地

同

早

崎

昇

同

四
七
三
番
地

同

中

村

徹

養
老
郡
養
老
町
金
屋

一
一
〇
番
地
一

同

早

崎

忠

男

同

直
江

五
九
七
番
地
一
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同

清

水

桂

同

四
七
四
番
地

同

野

村

正

弘

養
老
郡
養
老
町
金
屋

七
九
番
地
一

同

川

瀬

國

男

同

飯
積

一
一
五
番
地
一

同

大�
光

治

同

一
一
六
番
地
一

同

川�
眞

作

同

一
二
六
番
地

同

野

村

金

夫

養
老
郡
養
老
町
金
屋

一
八
八
番
地
一

監
事

岩�
進

同

直
江

一
三
八
番
地

同

川�
豊

同

飯
積

一
三
三
番
地

同

野

村

重

夫

同

金
屋

一
〇
三
番
地
一

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

多
芸
東
部

土
地
改
良

区

平
成
��･�･��
理
事

中

村

徹

養
老
郡
養
老
町
金
屋

一
一
〇
番
地
一

同

岩�
進

同

直
江

一
三
八
番
地

同

早

崎

幸

雄

同

三
七
七
番
地

同

日

比�
一

同

三
五
七
番
地
一

同

大

橋

一

己

養
老
郡
養
老
町
金
屋

一
一
四
番
地
一

同

早

崎

義

治

同

直
江

三
七
一
番
地
一

同

早

崎

昇

同

四
七
三
番
地

同

清

水

桂

同

四
七
四
番
地

同

野

村

正

弘

養
老
郡
養
老
町
金
屋

七
九
番
地
一

同

川

瀬

國

男

同

飯
積

一
一
五
番
地
一

同

早

崎

義

一

同

直
江

四
五
一
番
地
一

同

川�
繁

同

飯
積

一
三
九
番
地
一

同

早

崎

正

美

同

直
江

四
三
九
番
地
四

同

大�
光

治

同

飯
積

一
一
六
番
地
一

同

川�
眞

作

同

一
二
六
番
地

同

野

村

金

夫

養
老
郡
養
老
町
金
屋

一
八
八
番
地
一

監
事

早

崎

孝

同

直
江

四
七
二
番
地

同

川�
豊

同

飯
積

一
三
三
番
地

同

野

村

重

夫

同

金
屋

一
〇
三
番
地
一

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
免
許
情
報
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
機
器
等
の
リ
ー
ス
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
20年
７
月
15日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
20年
８
月
27日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
錦
一
丁
目
17番
１
号

N
EC
リ
ー
ス
株
式
会
社
中
部
支
社

支
社
長
待
山
義
介

６
落
札
金
額
57,204,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
２
丁
目
１
番
１
号
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平
成
二
十
年
十
月
二
十
一
日
印
刷

平
成
二
十
年
十
月
二
十
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


